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第 １０ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２６年１０月２１日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員  1 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

 ・ 3 森
もり

  恒
つね

利
とし

 ・ 5 青木
あ お き

 正司
しょうじ

  ・ 6 赤塚
あかつか

 薫
かおる

 

7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

 ・ 9 大田
お お た

 武士
た け し

・10 奥山
おくやま

 勘五郎
かんごろう

・13 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

 

14 前田
ま え だ

 紀男
の り お

  ・15 杉谷
すぎたに

 正美
ま さ み

・16 田中
た な か

 茂人
し げ と

  ・20 中川
なかがわ

 文
ふみ

博
ひろ

 

22 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

 ・23 平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・43 後藤
ご と う

 勝
かつ

 

以上１５名 

 

欠 席 委 員   2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・48 前川
まえかわ

 正
まさ

次
つぐ

  

 

出席部会員外委員  会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一  

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：中野主査 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：中山担当副主幹 

議 事 録 署 名 者  ４３ 後藤
ご と う

 勝
かつ

・１３ 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 

 

議   事   の   大   要 
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議  長   それでは第１０回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は２名で、出席委員は １５名です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。   

４３番 後藤 委員、１３番 丹羽 委員、よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第５号

まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から６で、２ページになりますが、合計で件数は６件、合計面積は 

２６，４４４㎡、このうち田が２５，９４５㎡、畑が４９９㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

       ３ページから５ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から３で、５ページになりますが、合計で件数は３件、面積は 

２０，１０９．９９㎡、その内訳は、田が１５，７０７㎡、畑が 

４，３９３．９９㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございまして、あっせんの希望はあり

ませんでした。 

       なお、現況地目が宅地・山林になっているところにつきましては、無断転用

の可能性がありますので、届出人に対して、指導しております。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、一般個人住宅用地、番号２、駐車場用地、番号３、店舗用地、以

上、件数は３件で、合計面積は１，３７８㎡、このうち田が１，０１１㎡、畑

が３６７㎡でございます。 

       ７ページ、８ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１は駐車場用地、番号２は一般個人住宅用地、番号３は分譲住宅用地、

８ページになりますが、番号４は分譲住宅用地でございます。以上、件数は４

件で、合計面積は１１，９０３．９１㎡、その内訳としまして、田が 

１０，５５７㎡、畑が１，３４６．９１㎡でございます。 

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）になります。 

       番号１及び２で、いずれも店舗用地、合計２件で、面積は田で２，０２２㎡

でございます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございます。よ
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ろしくお願いいたします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１０ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 白塚、受人     外２名、面積 １６，９４９．１７

㎡、渡人     、面積 ３，３７０㎡、申請地 白塚町九門久    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１４６㎡です。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 栗真、一身田、受人     、面積 １６，９４９．１７

㎡、渡人     、面積 ３，３７０㎡、申請地 栗真小川町坂下    、

台帳地目・現況地目とも田、面積４０６㎡、外４筆で、合計面積１，２３６㎡で

す。 

       これにつきましても、受人は、遠方のため営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号３、地区 高野尾、受人     、面積 ２９，８９１．７３㎡、渡

人     、面積 １０，２５１．０８㎡、申請地 高野尾町大谷    、

台帳地目 田、現況地目 畑、面積２，８４０㎡、外１筆で、合計面積 

４，７８０㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号４、地区 高野尾、受人     、面積 １８，０２６㎡、渡人 亡

き    、相続人     、面積 ３６３㎡、申請地 高野尾町南野 

    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３６３㎡です。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農をする渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

       番号５、地区 椋本、受人     、面積 ２２，８９０．８８㎡、渡

人     、面積 ２，８２４㎡、申請地 芸濃町椋本六丁    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積１，４８７㎡です。 

       これにつきましては、受人は、耕作に便利であることから、病気のため労力

不足の渡人から申請地を譲り受けるものです。 

       以上、件数は５件で、合計面積は８，０１２㎡、その内訳は田が５，７８２

㎡、畑が２，２３０㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業を真面目に行い、農機具も保有しており、周辺の農地

に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、２番、白塚。 
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青木委員   ５番 青木です。１番、２番、事務局からの説明どおり、何ら問題ないと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   わかりました。それでは、３番、４番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚です。３番、４番、一括して報告させていただきます。 

       ３番は営農縮小ということでございます。問題ありません。 

       次に４番、    さんは、申請地の近くに畑を所有していることから、問

題ありません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ５番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。これは親戚同士でございまして、多く耕作もしてみえま

すので、問題ないと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい。地元の委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんい

かがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可をすることに決定い

たしました。 

       それでは、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   続きまして、１１ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

      番号１、地区 大里、申請者     、申請地 大里窪田町一之

坪    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３５９㎡です。 

これにつきましては、申請地を貸し駐車場用地とするものです。農地区分

は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 高野尾、申請者 亡き    相続人     、申請地 

高野尾町中町    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 ３２７㎡、外

２筆、合計面積１，１６３㎡。 

これにつきましては、大正１０年ごろから農業用倉庫、居宅などに転用され

ておりまして、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。

農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号３、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本墓

沢    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １０９㎡、外２筆、合計面積

８１２．１２㎡。 

これにつきましては、申請地を共同住宅用地とするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 村主、申請者     、申請地 安濃町浄土寺三反

田    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 １７８㎡、外５筆で、合計
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面積４０５㎡。 

これにつきましては、申請地を農業用倉庫用地及び進入路用地とするもので

す。ただ、進入路につきましては既に転用されておりまして、始末書が添付さ

れております。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は４件で、合計面積は２，７３９．１２㎡。このうち田が７９３

㎡、畑が１，９４６．１２㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんの意見をお伺いいたします。 

       １番、大里、私でございます。隣接する    の駐車場が狭いため、貸す

ということです。何ら問題なかろうと思います。よろしくお願いいたします。 

       ２番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚です。この件は、９月１５日に会長、部会長、事務局の方と現地

確認していただきました。大正１０年頃から、畑に農業用倉庫を建てていると

いうことで、始末書も出されていますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。この案件ですが、もう近隣は住宅街になっており、隣地

の営農には問題がなかろうと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       ４番、村主。 

        

平井委員   事務局の説明どおり、許可されましても何ら問題ございませんので、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元の委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、２号議案については、許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 神戸、受人     、使用借人 有限会社     代表

取締役     、渡人     、申請地 神戸乙木    、台帳地目 
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田、現況地目 畑、面積６２３㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、使用借人に２５

年間有償で貸し付けた上で、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パ

ネル設置面積は２７９．３６㎡、転用面積の４４．８％に当たります。農地区

分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 高茶屋、受人 社会福祉法人    理事     、渡人

    外２名、申請地 高茶屋小森上野町野田    、台帳地目 田、現

況地目 畑、面積１，０１１㎡、外２筆で、合計面積３，１５２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、保育園が利用す

る１２０台分の駐車場用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断さ

れます。 

番号３、地区 安濃、受人     、渡人     、申請地 安濃町内

多見泥    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４７１㎡、外１筆で、合計

面積４７８．１５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 安濃、受人     、渡人     外１名、申請地 安

濃町内多見泥    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３１７㎡、外３筆

で、合計面積４４７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 香良洲、受人 株式会社    代表取締役     、渡

人    、申請地 香良洲町新開地    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積１９８㎡、外９筆で、合計面積２，４１５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接する雑種地

等と一体利用の上、合計面積４，４６３㎡の太陽光発電施設用地とするもので

す。パネル設置面積は全体で１，００５㎡、敷地全体の２２．５％に当たりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

１３ページになりますが、以上件数は５件、合計面積は７，１１５．１５

㎡、この内訳は、田が３，７７５㎡、畑が３，３４０．１５㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       それでは１番、神戸。 

 

池田委員   １番 池田です。現況地目は畑になっているんですけれども、ほとんど宅地

みたいな土地ですので、何ら問題ないと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ２番、高茶屋。 

 

奥山委員   １０番 奥山です。現地立ち会いしたところ、問題ないと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
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議  長   ３番、４番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。３番、４番とも住宅用地としては何ら問題ございませんの

で、お願いいたします。 

 

議  長   それでは、５番、香良洲。 

 

後藤委員   ４３番 後藤です。１０月１５日に会長また部会長、事務局で立会いをいた

しまして、確認をしてきました。何ら問題はございませんということでござい

ます。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、い

かがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定

いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書１４ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 藤水、借り人     株式会社 代表取締役     、

貸し人     、申請地 垂水南浦    、台帳地目 田、現況地目 雑

種地、面積６０５㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と平成２７年１月３１日までの賃貸

借権を設定し、申請地を    工事の資材置き場用地として一時転用するも

のです。 

なお、申請地は平成２３年６月ごろから    工事の資材置き場として、

その都度、施工業者が一時転用しておりまして、許可期限後には農地に戻す必

要がありますが、そのまま資材置き場として使用されておりますことから、経

過書のほうが提出されております。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 高野尾、借り人     、貸し人     、申請地 高

野尾町下り町    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積１５６㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期間を定めない賃貸借契約をし、

駐車場用地とするものです。ただ、平成４年ごろ既に転用しており、始末書の

提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第３種農地

と判断されます。 

番号３、地区 黒田、受け人 株式会社    代表取締役     、渡

人     外４名、申請地 河芸町三行鎌戸    、台帳地目・現況地目

とも田、面積１９４㎡、外４筆で、合計面積１，４６７㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約をし、隣接
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地を含めて太陽光発電施設用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は

約６００㎡、申請面積の約４０％に当たります。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

以上件数はこの３件で、合計面積は２，２２８㎡、このうち田が９２３㎡、

畑が１，３０５㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、藤水。 

 

奥山委員   １０番 奥山です。現地確認したところ何ら問題ないと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚です。これは１０月１５日に現地確認していただきまして、以前

からもう駐車場に貸してありましたけれども、この１５６㎡は新しく出てきた

わけでございます。始末書も書かれていることから問題ないと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。１０月１５日に会長、部会長さん、地元委員さん含めて

確認しました。特に何ら問題ありませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可をすることに決定を

いたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 白塚、借り人     外１名、貸し人     、申請地

 白塚町境    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２０１㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と４０年間の使用貸借契約をし、分

家の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されま

す。 
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番号２、地区 雲出、借り人     、貸し人     、申請地 雲出

島貫町北浦    、台帳地目・現況地目とも田、面積２２７㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と３５年間の使用貸借契約をし、分

家の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されま

す。 

番号３、地区 村主、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町連部ゆふけ    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４９９㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の使用貸借契約をし、一

般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件で、合計面積は９２７㎡、そのうち田が２２７㎡、畑が 

７００㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。１番、白塚。 

 

青木委員   ５番 青木です。この件も何ら問題ないと聞いておりますので、よろしくお

願いします。 

 

議  長   ２番、雲出。 

 

大田委員   ９番 大田です。１０月１０日に関係委員さんと事務局で現地確認をしまし

た。排水について、２つ水利組合があるので、再度確認をするということで問

題はございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、村主。 

 

平井委員   ２３番 平井です。場所につきましては、    東側、東南寄りの信号の

ある交差点の付近です。これにつきましても親子関係でございますので、何ら

問題はございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可をすることに決定を

いたします。 

次に、議案第６号 農地証明願について、事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 高野尾、願出者     、申請地 高野尾町東山   、
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台帳地目 田、現況地目 原野、面積７８６㎡、外１筆で、合計面積 

３，６８５㎡です。 

これにつきましては、平成４年１０月２８日国土地理院撮影の航空写真によ

り、このときには既に申請地は荒廃していることが確認できます。これは、当

該用地が耕作放棄後２０年以上経過し、農地への復元も困難な状況であるとい

う、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第３号の規定に該当

することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

番号２、地区 黒田、願出者     、申請地 河芸町三行小林 

    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積６１８㎡。 

これにつきましては、固定資産課税台帳記載事項証明書により昭和５９年に

この時点で居宅が建築されていることが確認できます。これは、津市農業委員

会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定で、当該土地が農地以外

に供され２０年以上経過している要件に該当しておりまして、農地ではない旨

の証明をしても差し支えないものと考えます。 

以上件数は２件、合計面積は４，３０３㎡、この内訳は田が３，６８５㎡、

畑が６１８㎡でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       それでは、１番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚です。これは１５日の日に、会長、部会長、事務局と現地確認を

していただきまして、地目は田ですけども、周囲が山林になっておって、もう

復元できないということと、また航空写真も出ていることからも問題ないと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。本人さんが登記をしようとしたところ畑であったという

ことで、非農地証明願が出ています。何ら問題ありませんので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがな

もんでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、第６号議案については証明をすることに決定をいたします。 

       次に、別紙でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 
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別冊の農用地利用集積計画をお願いします。 

表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をごらんいただきたいと思い

ます。 

各地区別に、下の合計欄のところで説明をさせていただきます。 

まず、津地区につきましては、田の賃貸借で３１，８６５㎡、畑の賃貸借で

７７５㎡、契約件数は２４件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借で８，２４３㎡、契約件数は２件でご

ざいます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で 

８９，３５２㎡、畑の賃貸借、所有権移転で３，４２６㎡、契約件数は１８件

でございます。 

芸濃地区につきましては、畑の使用貸借で９８３．９４㎡、契約件数は１件

でございます。 

美里地区につきましては、畑の使用貸借で２２４㎡、契約件数は１件でござ

います。 

香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせまして 

１２９，３６０㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせまし

て５，４０８．９４㎡、合計契約件数は４６件、合計面積が 

１３４，７６８．９４㎡となっております。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、津地区が４件、安濃地区が７件、合計で 

１１件、合計面積が５８，８０４㎡でございます。 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

それでは、第７号議案については適正であると認め、市長に進達をすること

にいたします。 

以上をもちまして、本部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしま

した。 

以上で、第１０回第１農地部会を終了いたします。 
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午前１０時３７分 

 

 

上記は、第１０回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２６年１０月２１日 

 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              

 


